
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１－２公共小泉（補）管渠長寿命化工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小泉地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年１１月 ８日から 

令和 ２年 ３月２７日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
    １５，１９４，３００円      １５，１４３，７００円 

工事概要 

工事延長L=138.7ｍ  

 

汚水管布設替工（φ200mm） 134.2ｍ          

取付管工           15箇所 

付帯工                      1式 

 道路復旧工 

  舗装版切断       444.0ｍ 

  上層路盤(t=21cm)    142.2㎡ 

  下層路盤(t=30cm)    142.2㎡ 

  仮舗装工(t= 4cm)    280.9㎡ 

工事延長L=－ｍ  

 

汚水管布設替工（φ200mm）   －ｍ          

取付管工           14箇所 

付帯工                      1式 

 道路復旧工 

  舗装版切断       442.1ｍ 

  上層路盤(t=21cm)    141.5㎡ 

  下層路盤(t=30cm)    141.5㎡ 

  仮舗装工(t= 4cm)    280.2㎡ 

（新規）ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物撤去工 

  ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し       2.0㎥ 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、設計内容を変更する。 

 

・204-10 路線において、管渠布設を計画していた位置に既設雨水管（φ400）が支

障となることが確認されたため、新設管渠の布設高を変更する。これに伴い、上

流 202-10 路線の新設管渠の布設高を変更する。 

・187-20 路線において、当初計画していた位置に既設取付管が埋設されていないこ

とが確認されたため、数量を 1 箇所減とする。これに伴い、道路復旧工の数量を

変更する。 

・201-20 路線において、既設ヒューム管がコンクリート基礎で防護されており、ヒ

ューム管の撤去と合わせて、基礎コンクリート取壊しを行う。 

 

以上のことから、減額変更とする。 


